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介護老人保健施設介護予防通所利用約款 

 

第１条（約款の目的） 

  介護老人保健施設 鴻池荘（以下、「当施設」）は、利用者に対し、介護保険法令の主旨にしたがって、

介護予防通所リハビリテーションサービス（以下、「予防通所」）を提供し、利用者は、当施設に 

対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とします。 

 

第２条（適用期間） 

  本約款は、利用者が介護老人保健施設介護予防通所利用同意書を当施設に提出したときから効力を有

します。但し、利用者を保証する者（以下、「保証人」）に変更があった場合は、新たに同意を得る

こととします。 

 ２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１及び別紙２の改定が行われない限り、初回利用時

の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 

 

第３条（解除・終了） 

  利用者及び保証人は、当施設に対し、予防通所中止の意思表明をすることにより、本約款に基づく通

所利用を解除・終了することができます。 

 ２ 当施設は、利用者及び保証人に対し、次に掲げる場合には本約款に基づく予防通所利用を解除・終了

することができます。 

    ①利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

  ②当施設において定期的に実施される予防通所継続検討会議において、利用を中止して居宅において

生活ができると判断された場合 

  ③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な予防通所の提供出来ないと判断され 

た場合 

  ④利用者及び保証人が、本約款に定める利用料金を期日より３日以上滞納し、その支払いを督促した

にもかかわらず７日間以内に支払われない場合 

  ⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行

為又は反社会的行為を行った場合 

    ⑥やむを得ない事情により当施設を閉鎖又は縮小する場合 

 

第４条（身体の拘束） 

  当施設は、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 

 

第５条（費用の負担と領収証） 

  利用者は、サービスの対価として別紙１及び別紙２に定める利用単位毎の料金をもとに計算された額

を支払います。 
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２ 利用者の故意、過失又は利用者の趣向により、療養室等又は備品につき、通常の保守・管理の程度を 

   超える補修が必要となった場合には、その費用を利用者が別途これを負担します。但し、やむを得ない 

  事情があると認められる場合は、利用者の負担を免除することもあります。 

３ 当施設は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 

 

第６条（サービス提供の記録） 

  当施設は、利用者の予防通所の提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 

２ 利用者は、当施設の受付時間内に当施設にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。 

３ 利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を自己負担で受けることができます。 

 

第７条（緊急時の対応） 

  当施設は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに

連絡するとともに必要な措置を行います。 

 

第８条（賠償責任） 

  当施設は、サービスの提供にともなって、当施設の重大な過失により利用者の生命・身体・財産に損

害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

   

第９条（秘密保持・個人情報保護） 

  当施設及び当施設の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘

密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は利用終了後も同様です。 

２  当施設は、利用者及びその家族から予め同意を得ない限り、市町村及び居宅介護支援事業者等に対し、

利用者等の個人情報を提供しません。 

３  当施設は、個人情報保護法及び関連法令等に基づいて「プライバシーポリシー」を掲げ、利用者等の

個人情報を適切に取り扱います。 

 

第１０条（相談・苦情対応） 

  当施設は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、利用者から相談等の申し出があった

場合は、当施設は速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善の方法に

ついて利用者に報告します。 

 

第１１条（裁判管轄） 

    利用者と当施設は、本約款に関してやむを得ず訴訟となる場合には、利用者の住所地を管轄する裁判

所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

第１２条（本約款に定めのない事項） 

  この約款に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が

誠意を持って協議の上定めます。 




